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市制50周年協賛事業（仮称）「生駒・商工まつり」の
出展者を募集します

11月7日（日）　10:00～17:00時（予定）
（各エリアによって終了時間が異なります）

生駒駅周辺エリア
　※出展エリア・小間の割振りは生駒市と調整させていただきます。
　　予めご了承ください。

出展事業所の販売員による物販・飲食物（テイクアウトのみ）の提供
　※原則、本業としての出展のみ受付いたします。

料　金 備　品
１小間

3,000 円
・販売台１２０㎝×45㎝（２台）
・イス 2 脚程度

9月17日（金）
本所備付申込用紙または本所ホームページからダウンロードしてお申込み
ください。
※出展エリア・小間割については、申込締切後に説明会を開催いたしま
す。出展小間数には限りがございますので、申込み多数の場合、業
種別毎の抽選により決定させていただきます。
※コロナ感染状況により中止する場合がございます。

本所　地域振興課 ☎ 74-3515 

Web サイトで新しい情報発信中！
検索   � � 生 駒 商 工 会 議 所    

開 催 予 定 日

会　　　　場

出 　 展 　 料

申 込 み 締 切

問 　 合 　 せ

内容及び条件

広告協賛企業（順不同）
　上武建設㈱	 高山製菓㈱	 大光宣伝㈱	 テラダ鋼業㈱	
　竹茗堂	左文	 ㈱チャンピオンシップス	 近鉄ケーブルネットワーク㈱
　共同精版印刷㈱	 セレミューズ㈱	 ㈱生駒市衛生社	 ㈱森田スプリング製作所
　生駒交通㈱	 ㈱ケーイーシー	 関西メタルワーク㈱



9月9日（木）　15:30～16:30（予定）
（前の会議により開始時間が前後する場合がございます。ご了承ください。）

生駒セイセイビル4階　402・403会議室

大阪経済大学　経済学部　教授　下 山　朗 氏

　奈良県・生駒に関する経済の課題と展望について、コロナ禍の影響のデータ、コロナ禍と
は関係ない社会的な変化などのデータを用いながら検証していただきます。
　コロナ禍が与えたインパクト、企業経営に求められること、そして「変化する力の重要性
とそのために必要なこと」をテーマに講演いただきます。
　コロナが急速に感染拡大している現状ですが、だからこそ今できることをともに考えて
いきましょう。

聴講を希望される方は、本所　総務運営課までお電話ください。☎74-3515

10月8日（金）　13：00～15：00

本所 603会議室

【売上拡大 DX ！デジタルマーケティングの全体像と活用の極意】
ホームページ・EC（ネットショップ）・SNS・ウェブ広告など、インターネットを使った売上
拡大のポイントや活用方法、効果的な組み合わせ方を学ぶ講座です。

矢野　裕道 氏
（IT 専門の中小企業診断士　yanoya 代表）

10名程度

無料

本所 HP またはお電話からお申込みください。
本所　経営支援課　小林 ☎74-3515

講演会「コロナ禍における奈良・生駒経済の課題と展望」

IT セミナーを開催します

日　時

日　時

場　所

内　容

講　師

定　員

受講料

申込み

場　所

講　師

講　演
内　容

問合せ
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100円商店街・バル等の市制50周年協賛イベントを実施される事業所、団体 

◦11月5日（金）発刊の新聞折込チラシに掲載
掲載可能なイベント期間　11月6日～11月30日
新聞折込のため、主要項目の記載のみとなります。

◦本所ホームページに掲載（生駒市ホームページにリンク）
※コロナウイルスの感染拡大により協賛イベントが中止となった場合は本所 HP での

PR のみとなります。

9月17日（金）

詳細は本所　地域振興課　山中・林までお電話ください。　☎74-3515

個別相談会（予約制）

内容 日程 場所 時間 相談員

持続化補助金
相談

◦９ 月１０日（金）
◦９ 月１７日（金）
◦９ 月２４日（金）
◦１０月 １ 日（金） 本所

603 会議室

いずれの日程も同じ時間です。
①13：00 ～
②14：00 ～
③15：00 ～

（各回 45 分）

藤田　和代氏
中小企業診断士

IT 活用
相談

◦１０月１５日（金）
◦１０月２２日（金）
◦１０月２９日（金）
◦１１月 ５ 日（金）

矢野　裕道氏
中小企業診断士

　

※複数回の個別相談をご希望される場合は初回の方を優先してご案内いたします。ご了承ください。

本所　経営支援課　小林 ☎74-3515

【市制 50 周年協賛イベントを実施する事業所の方へ】イベント PR をお手伝いいたします！

専門家との個別相談会を開催します（要予約）

対　象

申込み

P　R
方　法

問合せ

申込み締切

　昭和46年11月1日に生駒市制が施行され、今年記念すべき50周年を迎えることになります。それに
伴い、生駒市と本所は共催で各種イベントや記念花火、記念モニュメント等を検討しております。
　本所としては、市制50周年を契機とし、「アフターコロナ」に向けて「頑張る商工業」を展開することに
より、本市の経済・産業の持続的な発展につながるものと期待しています。
　厳しい経済情勢ではございますが、会員の皆さまには、ご理解いただき、格段のご支援、ご協力をよろし
くお願いいたします。

◦１　口　2万円（目標額300万円）
◦締　切　令和3年9月30日まで
◦振込先　南都銀行　生駒支店　普通預金　297138　生駒商工会議所

本所　総務運営課　☎74-3515

今年、生駒市は市制 50 周年を迎えます。～生駒市制 50 周年協賛金のお願い～

問合せ
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■ いこま SDGs アクションネットワークとは
　生駒市で SDGs に取り組む企業・団体・地域がパートナーシップを深め、それぞれが持つノウハウやリ
ソースを効果的に活用することで、各主体が目指すゴールや生駒市の地域課題の解決を促進し、SDGs
の達成や持続可能なまちづくりの推進を目的としています。

生駒市内で、SDGs 達成に向けた取組や活動を実施している又は実施しようとする企業・団
体・教育機関等 PR のみとなります。
　市広報媒体等での取組紹介、活動に関する相談へのご対応、マッチングイベント等で他会員
との交流・連携機会を確保　など
　9月24日（金）までに申込書を生駒市に郵送またはメールしてください。
会員登録申込書は右の QR コードからダウンロードできます。
　問合せ・送付先
〒630-0288　生駒市東新町8番38号　生駒市 SDGs 推進課
☎74-1111（内線375）mail：sdgs-action@city.ikoma.lg.jp

いこま SDGs アクションネットワーク会員募集中！

対　象

申込み

会員
メリット

IKOMA
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お茶をもっと身近に 
親しみやすく
お茶をもっと身近に 
親しみやすく

竹茗堂左文
高 山 茶 筌 製 造 ・ 茶 道 竹 器 卸

経済産業大臣指定伝統的工芸品

「マグ・マドラー de ピクニック」 
6点セット

オリジナル商品ほか、竹茗堂WEBショップで販売中 久保左文 検　索

●抹茶・カプチーノコーヒー・
ミルクティ・ココアなど何時でも
何処でもタイムリーに楽しめます。
（全て日本製）

〒630-0101 生駒市高山町6439-3
ＴＥＬ ０７４３－７８－００３４
ＦＡＸ ０７４３－７９－１８５１
http://www.chikumeido.com

高山茶筌は約５００年前の室町時代、
茶道と共に奈良の生駒高山で生まれました。

　去る７月12日、本所女性部より、特別養護老人ホーム梅寿荘へ夏のご訪問をさせていただきました。
　新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、福祉の最前線で日々奮闘されておられる職員の皆様に感謝の
気持ちを込め、また暑さ厳しい夏をお過ごしの入居者の方々には少しでも
清涼感とほっこりした時間を感じていただくため、心ばかりではあります
が、水ようかんを差し入れさせていただきました。コロナ禍のため、入居
者の代表の方と職員の方が出
迎えてくださり、ロビーでのお
渡しをさせていただきました
が、後日、梅寿荘様より、入居者
の方々のお元気なご様子が伺
える写真が届き、とても嬉しく
拝見させていただきました。

今年も梅寿荘を訪問しました

▶工場や事業所などで井戸水（地下水）や湧水、雨
水利用水など、水道水以外の水を使用され、その
排水を公共下水道に排出する場合は、排出先の
市町村に届け出の上、排出量に応じた下水道使
用料を納めていただく必要があります。

▶新たに水道水以外の水の使用を開始する際や、
既に使用しているものの、まだ届け出をされてい
ない場合は、下記問合せ先までご連絡願います。

最寄りの市町村の下水道担当課まで
生駒市下水道課　☎74-1111

 お知らせ  井戸水等を公共下水道へ
排出されている事業所の皆さまへ

（奈良県流域下水道協議会より） 

来年は直接お会いできると良いですね 美味しそうなお茶も点てられました

11月29日（月）午後
生駒セイセイビル4階会議室
本誌折込チラシからお申込みください

※コロナウイルス感染拡大状況によっては開催予定を変
更させていただくこともございます。

優良従業員表彰開催のお知らせ

日　時

問合せ

会　場

申込み
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■どこでもいつもでもスマホでも利用できる学びやすい「eラーニング」
　サービスを試してみませんか。（期間限定で「お試し」無料提供！）

◦当協会会員様向けにご提供している「e ラーニング」サービスを、無料でお試しいただけるチャンスです。
◦商工会議所様の会員様向けに、会員特典である e ラーニングサービスの一部講座をご利用いただける　
「お試し」ID  （下記、赤枠部分）を無料でご提供します（入会不要、期間限定：１事業所様あたり１回のみ）。
◦ご提供する講座数は「６講座（下記、青枠部分）（当協会指定：合計受講時間は約140 分間程度）」です。

商工会議所会員様「お試し」用 （参考）当協会会員様向け

払出し ID 数 5 ID/ 社・回 20 ID/ 社・回

ご利用可能講座数 4 カテゴリー計 6 講座 ５カテゴリー計 59 講座
（2021年 7 月1日現在）

受付方法 ・専用受付フォームでの Web お申込み ・受付フォーム（当協会会員様専用）
　での Web お申込み

備考
・１ID で１名様のご利用となります
・１事業所あたり年度１回のみ受講可
・当該受講期間のみご利用可能です

・年間複数回受講可
　（年間最大11回受講可能）

講座カテゴリ 講座名 学習時間
（目安） 講座カテゴリ 講座名 学習時間

（目安）

新入社員
向け

ビジネススキル
（ホウ・レン・ソウ）

15 分
程度

若手～中堅
社員向け

チームマネジメント
（仕事の管理）

35 分
程度

ビジネスマインド
（職場のルールを守る）

20 分
程度

育成担当者
向け

コミュニケーション
（傾聴の技術）

15 分
程度

ビジネスマナー
（社会人の心得）

35 分
程度 全員共通

情報セキュリティ
（第 1章 _ 情報セキュリティの
　最新事情と企業の取り組み）

20 分
程度

「お試し利用」お申込み受付Webサイト
　https://www.jtua.or.jp/membership/entry-cci/form_cci/
■お問い合わせ先　（公財）日本電信電話ユーザ協会奈良支部　☎ 0120-20-6660

  生駒商工会議所会員様限定！
今がチャンス！



◆◇ 2017 年に電力事業を切り口とした市民協創の
まちづくりの中核として設立した、いこま市民パワー株
式会社　[ 代表取締役　小紫雅史（生駒市長）、以
下「ＩＣＰ」] について、出資３者の責任者が集い、
出資の意義及び今後の取り組み等について自由に
語って頂いた。◇◆

＜鐵東会頭＞
◦ＩＣＰは、電力事業を切

り口に、再生可能エネ
ルギーの普及やお金を
地域で回すことによる地
域の活性化を目的とす
る公益企業で、一般的
な電力会社ではない。

　長い目で見て、育てていくのが一つの役割だと思う。
◦私も自宅と会社電力の調達先をＩＣＰに切り替えたが

料金も従来より安価になり、地域貢献にもなると大
変喜んでいる。商工会議所会員も、電力調達先を
ICP に切り替えるようぜひ検討してほしいと考えてい
る。
◦ ICP は電気だけを扱う会社ではなく、まちづくりを

進めるために会社の意義をもっと大きな可能性のあ
る会社にしていく必要がある。
◦例えば、太陽光発電と農業とのコラボ、緊急災害

時の電力供給体制や食料の備蓄、ＥＶ時代に向け
てのスマートシティー構想等の事業メニューに入れて
いく事も必要と感じる。

＜吉田支店長＞
◦ＩＣＰが得た収益は、出

資者に配当せず市民に
還元する仕組みとなって
いる。
◦出資者（株主）に配当

をしない株式会社への
出資は、銀行の常識で

　は考えられず、当社も出資時いろいろ課題があった
が、環境に貢献すると共に、収益を地域・市民に
還元するいこま市民パワーの主旨に賛同し出資した
経緯がある。　

生駒商工会議所 鐵東会頭

南都銀行　吉田支店長

◦ ICP は昨年９月から家庭向けの電力供給を開始し
ている。ICP の理念を理解し ICP を選択していた
だけるか？　関心の高い市民だけでなく、一般市民
にいかに応援してもらえるかが今後の課題である。
◦ ICP から電気を買うことで、ＣＯ２削減・金額を含め、

個人及び生駒市に 生まれるメリットを示す事が重要。
＜楠代表理事＞

◦当法人は「太陽光によ
る自然エネルギーを増や
し、地域のエネルギーに
よる収益を地 域に還元
する」という目的で立ち
上げた。

◦ＩＣＰの意義は、お二人がお話になられたとおりだが、
付け加えると、①電源に占める再生可能エネルギー
のウエイトを増やし、②電力の地産地消を推進すると
いう２点の基本取組を一歩一歩進めていく事が重要。
◦電源については、今年度、地産の再エネだけでは

不足する電力調達先をみんな電力（＊ 1）に切り
替えたことで再エネ比率が約 80％になる見込みで
ある。　

　又、令和６年に生駒市内で稼働予定の木質バイオ
マス発電所からの電力調達を開始する計画も進ん
でいる。　　　　　　　　
◦固定価格買取期間を満了する家庭の卒 FIT 電気の

買取も今年度から開始する。
◦生駒市民や ICP から電気を購入する方ほど、買取

価格が高くなるプランを準備しておりメリットも大きい。
◦自宅の太陽光発電が地域の電源となり、地域貢献

にもなるので、ぜひ検討してほしい。
（＊ 1）みんな電力：再エネ比率約８０％の新電力会

社
◆◇新型コロナ禍の中マスク越しの座談会最後に◇◆
　・出資３者責任者が ICP を支えしっかりスクラムを

組むことが必須でありバックアップしていく事を確認
した。　

　　　　　　（2021.7.15 生駒商工会議所にて）　
＜電気に関するお問い合わせは、いこま市民パワーへ＞
0743-75-5020 生駒市谷田町 1615（イコマド内）

市民エネルギー生駒 楠代表理事

～ＳＤＧｓ未来都市生駒の創造に向け～
いこま市民パワー（ICP）を起点としたまちづくりを考える

◆いこま市民パワー株式会社出資者
生駒商工会議所　会頭　鐵東貴和

南都銀行　生駒支店長　吉田慎太郎
 市民エネルギー生駒　代表理事　楠　正志
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　（一社）なら建築安全支援協会は、人と環境にやさしく安全で快適なまちづくりを支援するため、特定建築
物・建築設備・防火設備に関する調査又は検査を実施する技術者で組織される団体です。定期報告が適正
に行われるように、「（一財）なら建築住宅センター」と連携して定期報告に関する相談対応及び情報提供を
行っています。
報告時期

１２月２５日まで 
報告すべき内容    ※詳細は Web サイトをご覧ください

特定建築物 ：建築物の敷地・構造及び建築設備
建 築 設 備 ：換気設備・排煙設備・非常用の照明装置
防 火 設 備 ：随時閉鎖又は作動できる防火設備

一般社団法人　なら建築安全支援協会
〒630-8131　　奈良市大森町５７番地の３
奈良県農協会館５階（（一財）なら建築住宅センター内） 
☎0742-27-8633　　FAX　0742-20-6066
 info@nassa.or.jp
URL ▶ http://www.nassa.or.jp/

定期報告制度とは
　建築物は、長期間の使用に伴い建物本
体の劣化や設置されている設備に性能低
下が起こります。同制度は、建築基準法第
１２条に基づく特定建築物（ブロック塀
等含）・建築設備・防火設備に関する調査・
検査を行うことにより、建築物の安全性・
防災・避難上の問題を早期に発見し、危険
を未然に防ぐことを目的としています。
　この定期報告は、法定の所有者・管理者
の義務です。

定期報告制度をご存知ですか？（建築基準法第１2 条）
～プロの目で定期的な調査・検査をしましょう～

IKOMA

8



高まるサイバー攻撃のリスク
　昨今、パソコンやスマートフォン
だけでなく、プリンターやネットワー
クカメラ、エアコン、冷蔵庫などさ
まざまな機器がインターネットにつ
ながるようになった。利便性が高ま
る一方で、サイバー攻撃を受けるリ
スクも高まっている。そのため、製
品メーカーは開発する製品に対して
セキュリティーを確保するための機
能を搭載するなどの対応を行ってい
る。利用者はセキュリティーを確保
する機能を備えた製品を選び、正
しくその機能を理解して利用する必
要がある。
　独立行政法人情報処理推進機構

（ＩＰＡ）では、「ネット接続製品の
安全な選定ガイド」と「ネット接続
製品の安全な利用ガイド」を公開。
安全なネット接続製品を選び、購入
したネット接続製品を安全に利用す
るためのポイントをイラスト入りで
分かりやすくまとめている。

まずパスワード変更
定期的アップデートも

　「ネット接続製品の安全な利用ガイド」
では、購入した製品を安全に利用するた
めのポイント、および対応方法を７項目
にまとめている。
■確認①アカウント設定がある製品は、

購入したらすぐにパスワードの変更な
どセキュリティー設定を実施していま
すか？

　初期設定のパスワードが「推測されや
すいもの」や、公開されている「取扱説

明書などに記載されているもの」だった場合、そのパスワー
ドは他人から容易に推測されたり、取扱説明書によって他
人に知られてしまったりする恐れがある。パスワードの変
更はセキュリティー対策の第１歩である。
■確認②製品メーカーのウェブサイトを確認しています

か？
　定期的に製品メーカーのウェブサイトを確認して、アッ
プデートしないと、製品を他人に不正に使われてしまう恐
れがある。
■確認③セキュリティーのサポートが終了した製品を利用

していませんか？
　セキュリティーのサポートが終了した製品は新たなセキュリ
ティー対策が提供されないため、情報を不正に使われてしま
う恐れがある。
■確認④パスワード以外に、提供されたセキュリティー機

能を使用していますか？
　セキュリティー機能を正しく使用しないと製品が危険な
状態にさらされる恐れがある。
■確認⑤不慮の事故に備えて、バックアップや設定内容の

記録を取っていますか？
　バックアップや記録を取らないと、事故にあった場合に、
情報を失う恐れがある。
■確認⑥使わなくなった製品はネットから切り離していま

すか？
　使わなくなった製品は、セキュリティー対策がなされず、
気付かぬうちに悪用される恐れがある。
■確認⑦製品を廃棄する場合には購入時の状態に戻しまし

たか？
　購入時の状態（初期化された状態）にしなかった製品か
ら、保存された情報が漏えいする恐れがある。
　一部の製品には、これらのセキュリティーを確保する機
能を有しない製品があるため、購入時の製品選定が重要と
なる。製品選定における確認のポイントは「ネット接続製
品の安全な選定ガイド」を参照してほしい。
　ＩＰＡのウェブサイトでは、確認のポイントだけでなく、
確認できる場所や実施しなかった場合の影響、対策などを
解説したガイドの詳細版を公開している。また、映像も公
開しているので、システムに不慣れな事業者や個人でも参
考になるだろう。ネット接続製品の安全を確保するために、
本ガイドを活用してほしい。
　ガイドの詳細は、ＱＲコードを参照。
（独立行政法人情報処理推進機構・江島将和）
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セキュリティー対策セキュリティー対策
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「伊達政宗～
　　　～本領はその宣伝力～」　　
　政宗は、せっかく会津を手に入れましたが、すで
に豊臣秀吉の権力が日本列島全体を覆い尽くす勢い
を示していました。さて、秀吉と戦うのか、それと
も服従するのか。伊達家は決断を迫られます。
　悩みに悩んだ政宗は秀吉への臣従を選択しますが、
時間がかかりすぎていました。いまさら小田原の陣
所（秀吉は北条氏の小田原城を攻めているところで
した）にはせ参じても、秀吉は許してくれないかも
しれない。そこで政宗は死に装束を着て秀吉に面会
し、その心意気を示すことで、なんとかお家存続の
許可を得たのです。また、続いて秀吉に叱責された
ときには、金の十字架を担いで京都のまちなかを練
り歩くというパフォーマンスを展開し、また許しを
獲得したのでした。
　ただ、こうした型破りなパフォーマンスをしたこ
とについては、確実な証拠はさほど多くなく、史実
かどうか分かりません。それに、小田原に参陣した
ときには会津を没収されているし、十字架のときは
本領の米沢を奪われています（やむなく、本拠は太
平洋側の岩出山に移しました）１００万石を超えて
いた領地も、結局は 58 万石にまで減らされてしま
いました。伊達家としては、しゃれにならない大打
撃を被っていたのです。
　秀吉が亡くなって、関ヶ原の戦い。乾坤一擲（け
んこんいってき）、領地を取り戻すチャンスが訪れま

した。このとき政宗は家康に味方をしました。家康
は「私のために戦ってくれたら、次の土地を与えよう」
と書面にして約束しました。そこに明記された土地
を合計して今の領地に加えると、おお、１００万石
を超える。そのため、この書面は「百万石のお墨付き」
と呼ばれています。
　さて、東北地方でも戦いが始まりました。政宗は
勇躍戦場に向かったのか……。いや、形勢を展望し
ているのか、東北の西軍､ 上杉家に対して攻撃をか
けなかったのです。北目城というところに本陣を置
いたのですが、兵を動かさず、見ているだけ。少し
だけ戦って、白石城を奪い取りましたが、それだけ。
　さあ、関ヶ原の戦いは家康の勝利に終わりました。
東軍にお味方しましたので、約束の土地を頂戴した
い。いや、おまえ、戦わなかっただろ。白石城の周
囲の２万石とあとおまけに２万石やるけど、それだ
けだな。ということで伊達家は 62 万石の大名とし
て、江戸時代を生きていくことになります。まあ、
これはやむを得ない。政宗は北目城の辺りの重要性
に注目し、ここを開発して新しい本拠にしました。
仙台です。
　この後、政宗は徳川秀忠・家光の良き話し相手に
なることによって、仙台藩が取りつぶされぬよう頑
張りました。美的センスはあるし、宣伝上手だし、
接待はお手のものだったのですね。それで秀忠も家
光も、戦国大名の生き残り、政宗を大事にしたのです。
こうして見ていくと、政宗の本領は合戦などではな
く、宣伝力にあるのではないか、と思えます。現代
に生きていても、彼はさぞや、優秀なビジネスパー
ソンとして活躍していたことでしょう。

東京大学史料編纂所 教授
本郷　和人

◇本郷　和人／ほんごう・かずと
　１９６０年東京都生まれ。83 年東京大学文学部卒業、88 年同大学大学院単位取得退学。石井進氏と五味文
彦氏に師事し、日本中世政治史を専門とする。当為（建前、理想論）ではなく実情を把握すべきとし、日本中世
の「統治」のありさまに言及する著作を発表している。従来の権門体制論を批判し、二つの王権論に立つ。師の
五味文彦氏と同様に書評も多く、中世や近世を扱ったさまざまなドラマ、アニメ、漫画の時代考証にも携わる。

IKOMA
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　※ 県青連（奈良県商工会議所青年部連合会）、太鼓（生駒市山麓太鼓保存会）、関商連（関西商工会議所連合会）、
　　 青年部（生駒商工会議所青年部）

■　融資情報
●マル経融資制度
経営改善をバックアップ。無担保・無保
証人・低利で融資する制度です。

●マル経融資を受けるには
会議所加入後、経営指導員による経営指
導を受けていること、所得税他の税金を
完納していることなどの条件を満たして
いることが必要です。

●金融利率（無担保・無保証人）　
　8月 1日現在（年利％・単位：円）

制　　度 利率 貸付枠

マル経融資
運転1.21

2000万
設備1.21

■　金融相談
　㈱日本政策金融公庫による定例相談
　日時　9 月 16 日（木）
　　　　10 時～（要予約）
　経営支援課　☎74ー3515

ここをチェック ✓
■■ 全国労働衛生週間の準備月間

10 月初めの全国労働衛生週間に備
える。スローガンは「向き合おう！
こころとからだの健康管理」

■■ 健康保険・厚生年金保険の新標準報
酬月額の決定
7 月に提出した算定基礎届に基づい
て 9 月からの新しい標準報酬決定通
知書が所轄の年金事務所（または健
保組合）から送付されてくる。通知
が届いたら各人に新標準報酬月額を
通知するとともに、10 月支給の給
与からの徴収に備え、被保険者保険
料台帳や賃金台帳に移記しておく。

■■ 折返し点での予算と実績のチェック
3 月決算法人では、10 月から下半
期を迎えるにあたって、予算と実績
の対比を実施し、下期計画の修正を
行う。

■■ 資金繰り計画の立案
年末までの資金繰り計画を立て、資
金の手当てを怠らないようにする。

■■ 秋の全国交通安全運動 9/21 ～ 30
あらためて安全運転を呼びかける。

■■ 衣替えの準備
10 月は衣替えのシーズン。人数、
在庫、サイズ直しの要否を確認し、
9 月中には必要な手配を済ませる。

■■ 従業員の異動状況の把握
9 月から 10 月にかけては、春の年
度替わりに次いで従業員の異動が多
い。諸手続きにモレがないかチェッ
クする。
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9:00 21:00 17:30

事業承継相談
相談日   随時制のためご予約ください。
申込・問合せ  奈良県事業承継・引継ぎ支援センター

  ☎ 0742-93-8815　 0742-93-8002
   n-hikitsugi@gaea.ocn.ne.jp

社会保険労務士相談
相談日   11月10日（水） 14時 ～17時 （申込順3件まで）

法律・税務相談
　随時受付中。申込みは相談希望日の１週間前までにご予約ください。
※その他、経営 ･ 労務などあらゆる事業のお悩みに専門家がお答えします。 （要予約）
申込・問合せ   経営支援課 ☎ 74 － 3515

各種相談事業のお知らせ 要予約
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